
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五
九
二

○
福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五
九
三

○
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五
九
三

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
定
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五
九
三

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
要
措
置
区
域
及
び
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定

す
る
件

五
九
四

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

五
九
四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

五
九
四

○
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
建
設
業
法
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
件

五
九
四

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五
九
五

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
七
件

五
九
五

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

五
九
八

福
島
県
警
察
本
部

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
四
件

五
九
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件
二
件

六
〇
一

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
〇
一

規

則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
及
び
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
十
一
号

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
第
六
号
中
⑽
及
び
⑾
を
削
り
、
⑼
を
⑾
と
し
、
⑻
を
⑽
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
そ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

⑼

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

第
五
条
第
六
号
中
⑹
を
⑺
と
し
、
⑵
か
ら
⑸
ま
で
を
⑶
か
ら
⑹
ま
で
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⑵

第
二
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
五
条
第
六
号
中

を

と
し
、
⒇
を

と
し
、
⒆
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(21)

(30)

(29)

(26)

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収

(27)

第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収

(28)
第
五
条
第
六
号
中
⒅
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(23)

第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立

(24)

第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収

(25)
第
五
条
第
六
号
中
⒄
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(21)

第
七
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使

(22)
第
五
条
第
六
号
中
⒃
を
⒇
と
し
、
⒀
か
ら
⒂
ま
で
を
⒄
か
ら
⒆
ま
で
と
し
、
⑿
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⒀

第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給

⒁

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給

⒂

第
五
十
五
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

⒃

第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
の
実
施

第
五
条
第
六
号
の
二
中
⑽
及
び
⑾
を
削
り
、
⑼
を
⑾
と
し
、
⑻
を
⑽
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
そ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑼

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

第
五
条
第
六
号
の
二
中
⑹
を
⑺
と
し
、
⑵
か
ら
⑸
ま
で
を
⑶
か
ら
⑹
ま
で
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

⑵

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
五
条
第
六
号
の
二
中

を

と
し
、
⒇
を

と
し
、
⒆
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

(21)

(30)

(29)

(26)

る
。

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収

(27)

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収

(28)
第
五
条
第
六
号
の
二
中
⒅
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(23)

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立

(24)
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例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収

(25)
第
五
条
第
六
号
の
二
中
⒄
を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(21)

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使

(22)
第
五
条
第
六
号
の
二
中
⒃
を
⒇
と
し
、
⒀
か
ら
⒂
ま
で
を
⒄
か
ら
⒆
ま
で
と
し
、
⑿
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

⒀

例
に
よ
る
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給

⒁

例
に
よ
る
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給

⒂

例
に
よ
る
保
護
法
第
五
十
五
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

⒃

例
に
よ
る
保
護
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
の
実

施附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
二
号

福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
第
四
十
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

省
令
第
九
条
の
十
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
医
師
宿
直
免
除
許
可
申
請
書

第
三
条
中
「
第
十
条
第
十
八
号
」
を
「
第
十
条
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
十
七

号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
」
に
、
「
第
三
十
三
号
か
ら
第

三
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
」
に
、
「
第
三
十
九
号
」
を
「
第
四
十
号
」

に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
三
十
二
号
、
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
三
号
、

第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
」
に
、
「
第
四
十
号
及
び
第
四
十
一
号
」
を
「
第
四
十
一
号
及
び

第
四
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
（
「
第
十
条
第
十
八
号
」

を
「
第
十
条
第
十
九
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
三
号

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び

職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
」
の
下
に
「
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一

項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進

並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
昭

和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「第

３
条
第
１
項
第

号
該
当

」
を
「第

３
条
第
１
項
第

号
該
当

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
以

下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
は
、
改

正
後
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
と

み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
産
業
人
材
育
成
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
地
域
医
療
課
の
項
中
２
の
⑵
を
２
の
⑶
と
し
、
２
の
⑴
を

２
の
⑵
と
し
、
同
項
に
同
項
２
の
⑴
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
第
９
条
の
15の

２
の
規
定
に
よ
る

許
可

○

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
、
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

１

指
定
す
る
区
域

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
大
谷
字
鐘
突
堂
二
十
一
番
一
及
び
二
十
二
番
四
の
各
一
部
で
次
の
図
に
示

す
区
域

２

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規

則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特

定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類

㈠

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

㈡

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

３

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

原
位
置
封
じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め

二

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域

１

指
定
す
る
区
域

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
大
谷
字
鐘
突
堂
二
十
一
番
一
、
二
十
二
番
一
、
二
十
二
番
二
及
び
二
十
二

番
四
の
各
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域

２

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

㈠

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

㈡

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
水
・
大
気
環
境
課

及
び
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
河
市
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

白
河
市

二

成
果
の
名
称

白
河
市
天
神
町
外
十
三
字
地
区
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
八
九
号

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
南
倉
沢
字
木
賊

平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六

八
四
四
番
一
〇
二
地
先
か
ら

日

同

郡
同

町
大
字
南
倉
沢
字
猪
番

場
平
八
四
〇
番
二
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
号

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

商
号
又
は
名
称

山
田
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

辻

弘
人

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

福
島
県
相
馬
市
塚
ノ
町
二
丁
目
五
番
十
七
号

四

許
可
番
号

福
島
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
三
一
一
九
三
号

（
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
）
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

公

告

公
告
第
二
百
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

請
戸
川
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

吉
田

数
博

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
苅
宿
字
原
下
一
五
七
番
地

同

吉
田

賴
長

南
相
馬
市
鹿
島
区
寺
内
字
仏
方
六
〇
番
地
の
二

（
農
村
計
画
課
）

公 告 第 ２ ３ ４ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
⑴ マ シ ニ ン グ セ ン タ Ⅰ 一 式
⑵ マ シ ニ ン グ セ ン タ Ⅱ 一 式
⑶ マ シ ニ ン グ セ ン タ Ⅲ 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ８ 月 29日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 株 式 会 社 伊 藤 商 店 機 材 部 福 島 県 郡 山 市 菜 根 五 丁 目 21番
13号

⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 美 和 電 気 工 業 株 式 会 社 東 京 都 新 宿 区 新 宿 一 丁 目 ８ 番 ５
号 新 宿 御 苑 室 町 ビ ル ６ 階

⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 美 和 電 気 工 業 株 式 会 社 東 京 都 新 宿 区 新 宿 一 丁 目 ８ 番 ５
号 新 宿 御 苑 室 町 ビ ル ６ 階

５ 落 札 金 額
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 3 9 , 3 1 2 , 0 0 0円
⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 3 6 , 7 2 0 , 0 0 0円
⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 3 4 , 8 3 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札
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７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 13日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ３ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
旋 盤 ６ 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ８ 月 29日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 伊 藤 商 店 機 材 部 福 島 県 郡 山 市 菜 根 五 丁 目 21番 13号

５ 落 札 金 額
2 8 , 7 2 8 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 13日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ３ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
環 境 試 験 装 置 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ９ 月 11日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 ア オ バ サ イ エ ン ス 宮 城 県 仙 台 市 太 白 区 富 沢 一 丁 目 ５ 番 30号

５ 落 札 金 額
4 9 , 6 8 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 27日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ３ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ｃ Ｎ Ｃ 三 次 元 測 定 機 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ９ 月 11日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 東 栄 科 学 産 業 宮 城 県 仙 台 市 太 白 区 富 沢 四 丁 目 ８ 番 29号

５ 落 札 金 額
5 1 , 8 4 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 27日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ３ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
振 動 試 験 装 置 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 10月 ３ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
高 千 穂 精 機 株 式 会 社 東 京 都 八 王 子 市 北 野 町 507番 地 ８

５ 落 札 金 額
1 2 6 , 3 6 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ８ 月 21日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ３ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
ノ ー ト 型 パ ソ コ ン （ 福 島 県 職 員 用 ） 1 , 5 2 0台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 10月 ５ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 中 松 商 会 東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 二 丁 目 ３ 番 ４ 号

５ 落 札 金 額
1 0 0 , 9 5 8 , 4 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平 成 30年 ８ 月 21日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ４ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
ノ ー ト 型 パ ソ コ ン （ 県 立 学 校 用 ） 1 , 5 0 0台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 10月 ５ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 エ フ コ ム 福 島 県 郡 山 市 堤 下 町 13番 ８ 号

５ 落 札 金 額
8 9 , 9 1 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ８ 月 21日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ２ ４ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島
県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
Ｎ ａ Ｉ （ Ｔ ｌ ） シ ン チ レ ー シ ョ ン 式 測 定 装 置 及 び 電 離 箱 式 測 定 装 置 計 ６ 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ９ 月 28日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 日 立 製 作 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ６ 番 ６ 号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
3 7 , 5 8 4 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ２ 第 １ 項 第 ８ 号 該 当

（ 入 札 用 度 課 ）
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福
島
県
警
察
本
部

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ８ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 警 察 本 部 長 向 山 喜 浩

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
運 転 免 許 台 帳 フ ァ イ リ ン グ 装 置 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ８ 月 21日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
Ｎ Ｅ Ｃ キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 15番 ３ 号

５ 落 札 金 額
9 7 , 9 8 4 , 0 8 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 10日

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ８ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。
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平 成 30年 10月 26日
福 島 県 警 察 本 部 長 向 山 喜 浩

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
運 転 免 許 証 追 記 シ ス テ ム 装 置 等 （ セ ン タ ー 分 ） 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ８ 月 21日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 Ｊ Ｅ Ｃ Ｃ 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 三 丁 目 ４ 番 １ 号

５ 落 札 金 額
6 6 , 4 2 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 10日

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ８ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 警 察 本 部 長 向 山 喜 浩

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
運 転 免 許 証 作 成 事 務 用 シ ス テ ム 機 器 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ８ 月 21日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
Ｎ Ｅ Ｃ キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 15番 ３ 号

５ 落 札 金 額
1 1 0 , 1 6 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 30年 ７ 月 10日

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ９ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の

と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 10月 26日
福 島 県 警 察 本 部 長 向 山 喜 浩

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
汎 用 電 子 計 算 シ ス テ ム 機 器 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 30年 ９ 月 20日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 Ｊ Ｅ Ｃ Ｃ 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 三 丁 目 ４ 番 １ 号

５ 落 札 金 額
6 1 5 , 6 0 0 , 0 0 0円

───────────────────────────────────────────────────────────
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６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 30年 ８ 月 10日
（ 会 計 課 ）
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百
十
七
条
若
し
く
は

第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し

て
、
平
成
三
十
年
十
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
生
愛
ガ
ー
デ
ン

福
島
市
大
笹
生
字
向
平
一
二
番
地

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号
（
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は

第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し

て
、
平
成
三
十
年
十
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
リ
ア
ン
ヴ
ェ
ー
ル

大
沼
郡
会
津
美
里
町
荻
窪
字
上
野
一
八
六
番
一

美
里

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

財
団
法
人
竹
田
綜
合
病
院

一
般
財
団
法
人
竹
田
健
康
財

平
成
二
五
年
四
月
一
日

団
竹
田
綜
合
病
院


